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領
国
貨
幣
を
ご
存
知
で
す
か
？

にっぽん

お か ね
紀 行

領
国
貨
幣
が
生
ま
れ
る
ま
で

　

わ
が
国
で
初
め
て
本
格
的
に
流
通
し
た
貨
幣
は
、

７
０
８
年
に
鋳
造
さ
れ
た
「
和
銅
開
珎
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
各
種
の
銅
貨
が
鋳
造
さ
れ
ま
し

た
が
、
10
世
紀
末
に
は
政
府
の
弱
体
化
も
あ
っ
て
鋳

造
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
頃
と
前
後
し
て
、
中

国
か
ら
の
貨
幣
の
輸
入
も
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
室
町
時
代
に
は
渡
来
銭
を
ま
ね
た

模
造
銭
や
私
鋳
銭
も
出
ま
わ
り
、
貨
幣
は
国
内
で

広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
各
地
で
金
山
銀
山
の
開
発

が
進
ん
だ
こ
と
を
背
景
に
、
戦
国
大
名
た
ち
が
独
自

に
金
銀
貨
の
鋳
造
を
始
め
ま
す
。
戦
功
の
あ
っ
た
者

へ
の
恩
賞
に
用
い
た
り
、
武
器
を
購
入
す
る
た
め
の

資
金
と
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
当
時
、
金
銀
は
輸

出
品
と
し
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
か
ら
、

中
国
と
の
交
易
な
ど
に
も
盛
ん
に
使
用
さ
れ
ま
し

た
。
金
銀
を
中
心
と
す
る
貨
幣
の
保
有
量
が
戦
国

大
名
の
存
立
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
商
業
や
工
業
の
発
展
に

あ
わ
せ
て
貨
幣
の
需
要
は
ど
ん
ど
ん
増
大
し
て
い
き

ま
す
。
そ
の
た
め
、
幕
府
の
制
定
し
た
金
銀
銭
貨

だ
け
で
は
、
日
本
国
中
で
必
要
と
な
る
貨
幣
が
不

足
す
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
各

大
名
の
領
国
で
戦
国
時
代
か
ら
鋳
造
さ
れ
て
き
た

金
銀
貨
を
、
原
則
的
に
自
分
の
領
国
内
に
の
み
通

用
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
鋳
造
を
許
可
し
ま
し
た
。
大

名
領
国
で
鋳
造
・
発
行
し
た
貨
幣
を
「
領
国
貨
幣
」

と
呼
び
ま
す
。

　

領
国
貨
幣
は
約
１
５
０
年
に
わ
た
っ
て
流
通
し
ま

し
た
が
、
江
戸
幕
府
が
鋳
造
し
た
金
銀
貨
が
全
国
に

普
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
役
目
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さまざまな領国貨幣

領国貨幣（金貨・銀貨）一覧
　領国貨幣としては、甲州金のほか、加賀の
小判・銀貨、越後の小判、津軽の銀貨など
が有名ですが、全国でどれくらい存在したの
でしょう？
　ある資料によれば、領国貨幣は金貨が
23 ヵ国、銀貨が20 ヵ国で用いられたとの記
述がありますが、実際には金貨の使用例は少
なく、甲斐、加賀、越後の三国しか確認され
ていないそうです。また他にも、銀貨が用い
られた地域を28 ヵ国とする説や30 ヵ国とす
る説もあります。
　領国貨幣はお国によりその通用の仕方が
違っていることから、なかなか正確にはその
実態が把握できていませんが、存在が確認さ
れている領国貨幣の金銀貨の貨幣名と通用国
を紹介しますと、右表のとおりです。

を
終
え
ま
し
た
。

　

領
国
貨
幣
と
し
て
有
名
な
の
が
、
越
後
上
杉
氏
、

小
田
原
北
条
氏
、
周
防
大
内
氏
、
甲
斐
武
田
氏
な

ど
戦
国
大
名
が
領
内
の
鉱
山
を
開
発
し
て
鋳
造
し
た

も
の
で
す
。
こ
と
に
武
田
信
玄
が
活
躍
し
た
時
代
で

あ
る
16
世
紀
半
ば
頃
に
鋳
造
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ

る
「
甲
州
金
」
は
、
そ
の
貨
幣
単
位
が
江
戸
幕
府
の

統
一
貨
幣
に
も
影
響
を
与
え
る
な
ど
代
表
的
な
も
の

で
す
。
甲
斐
の
国
で
通
用
し
た
こ
の
金
貨
は
、
別
名

「
甲
金
」「
甲
判
」
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。

　

金
の
含
有
率
が
８
割
以
上
と
高
品
位
な
甲
州
金

を
つ
く
る
た
め
に
は
、
金
の
精
錬
や
品
位
の
鑑
定
技

術
な
ど
が
重
要
で
、
こ
う
し
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
甲
州
金

の
信
用
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
甲
州
金

は
、
下
表
の
よ
う
な
７
段
階
の
４
進
法
・
２
進
法
の

貨
幣
単
位
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
「
両
」「
分
」「
朱
」

と
い
う
単
位
は
、
江
戸
時
代
の
金
貨
の
単
位
と
し
て

も
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

元
禄
時
代
に
入
っ
て
幕
府
が
統
一
貨
幣
を
鋳
造

し
、
各
領
国
の
在
来
貨
幣
の
通
用
を
停
止
し
た
際

に
、
甲
州
金
も
鋳
造
停
止
を
指
示
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
甲
州
金
の
存
続
の
願
い
出
が
な
さ
れ
、
結
局
、

元
禄
金
に
準
じ
て
改
鋳
す
る
こ
と
で
領
内
で
の
存
続

が
例
外
的
に
許
可
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て「
甲
州
金
」

の
み
は
、
幕
府
公
認
の
地
方
貨
幣
と
し
て
、
例
外
的

に
19
世
紀
前
半
に
い
た
る
ま
で
流
通
し
ま
し
た
。

主
な
領
国
貨
幣
、
甲
州
金
の
歩
み

本表は「貨幣」東京堂出版を参考に作成

❶ 両（約15g）

❷ 分=1/4両

❸ 朱=1/4分

❹ 朱中（しゅなか）=1/2朱

❺ 糸目（いとめ）=1/2朱中

❻ 小糸目=1/2糸目

❼ 小糸目中=1/2小糸目

甲州金の貨幣単位

国
名

甲
斐

陸
奥

出
羽

加
賀

越
後

佐
渡

因
幡

出
雲

周
防

豊
前

古
金

新
金

加
賀
小
判

高
田
小
判

円
小
判 甲

安
金

甲
重
金

甲
定
金

桐梅
鉢
・
壱
両

吹
人
名

　才
二

　甲
介

　又
右
衛
門

桐越
州
・
高
田

桐
・
花
押

津
軽
銀

尾
太（
お
っ
ぷ
）銀

秋
田
銀

秋
田
新
田
銀

米
沢
銀

花
隆
銀

次
の
字
銀

軟
挺
銀（
は
い
ぷ
く
ぎ
ん
）

新
極
印
銀

朱
染
織
封
銀

越
後
銀

し
か
み
銀

佐
渡
銀（
印
銀
）

因
幡
銀

雲
州
銀
・
木
爪
銀

山
口
余
極
印
銀

平
田
判
銀

弘
前
・
宝

尾
太

窪
田・
院
内
・
野
代
・

湯
沢
・
横
手
・
角
館

矢
羽
・
極

亀
甲
枠

花
隆
・
壱（
拾
）両

次（
菊
花
模
様
）

な
し

新
極
印

菊
花
力

寛
・
栄

大
徳
・
永
長

五
角
形
枠

永
宝
・
長

（
表
）徳
・
通

（
裏
）定
・
印

丸
形
又
は

四
角
枠
定

木
爪
・
宝

山
口
余

菊
・
菊
と
木
爪

金
貨

極
印

銀
貨

極
印


